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1 IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策

－電気通信事業の競争環境整備に関する情報通信審議会答申

21世紀における我が国経済の更なる発展及び豊か

で活力のある社会の実現のためには、ITを活用した

我が国社会経済構造の改革が喫緊の課題となってお

り、電気通信事業についても、IT革命を推進する原

動力となる基幹的産業として、21世紀に向けてより

一層の発展、活性化を図っていくことが求められて

いる。そこで、郵政省（現総務省）は、平成12年7

月に電気通信審議会（現情報通信審議会）に対し、

電気通信事業における公正な競争環境を整備するこ

と等を目的として、IT革命を推進するための電気通

信事業における競争政策の在り方について諮問した。

これに対し、電気通信審議会より平成12年12月に

第1次答申が公表され、総務省ではこれを受けて第

151回通常国会に「電気通信事業法等の一部を改正

する法律案」を提出、同法案は、平成13年6月に成

立・公布され、同年11月より施行された。この法改

正では、①市場支配力を有する電気通信事業者の反

競争的行為を防止、除去することを目的とした非対

称規制の整備（3-2-2参照）、②専ら電気通信事業者

の電気通信事業の用に供する電気通信役務（卸電気

通信役務）の制度整備、③電気通信設備の接続等に

関する電気通信事業者間の紛争等の円滑かつ迅速な

処理を図るための電気通信事業紛争処理委員会の設

置（3-2-3参照）、④ユニバーサルサービス（基礎的

電気通信役務）の提供の確保に係る制度の整備（3-

2-4参照）、⑤東・西NTTの経営自由度を高めるため

の業務範囲の拡大、等を主な内容としている。

さらに、平成14年2月には、同審議会より、第2次

答申が公表された（図表）。本答申では、①第1次答

申における積み残しの課題であった通信主権の問題、

②昨今の急激な競争市場の変化に対応したネットワ

ークの一層のオープン化、③行き過ぎた競争から派

生する消費者支援政策などの新たな課題、④ユニバ

ーサルサービス基金の具体的制度設計などの在り方

に関する提言がなされている。今後総務省では、同

答申を踏まえ、所要の措置を講じていくこととして

いる（なお、同審議会では事業区分の在り方を中心

に、引き続き審議が行われているところである。）。

（1）改正事業法・NTT法の適正な運用��
①東・西NTTの業務範囲拡大の認可に係る公
正競争ガイドラインの整備�

②非対称規制の厳正な運用（公正取引委員会
との共同ガイドラインの策定）�

�
（2）競争政策の在り方�　�
①非構造的競争政策�
◆接続ルールの見直し、公衆網再販、OSS
の開放、電柱・管路等の開放等を積極的
に推進�

◆ファイアウォールの徹底等についてNTT
による自主的対応の強化�

②新規参入促進政策�
◆既設光ファイバの柔軟な提供（制度の簡
素化）、移動通信再販事業（MVNO）の円
滑な導入（手続の明確化）�

◆他分野で市場支配的な地位にある者の直
接参入に係る公正競争セーフガード�

◆事業区分の在り方見直し�
　　　　平成14年6月までに一定の結論�
③構造的競争政策�
◆NTT持株会社のグループ各社への出資比
率引下げや役員兼任の解消等について自
主的実施計画を踏まえ注視�

◆卸・小売の分離の是非を含め、NTTの在
り方の抜本的見直し方策について引き続
き議論�

�
（3）その他の主要な施策�　　�
①消費者の自立と合理的選択を促す環境整備�
②電気通信事業法の執行体制の強化�
（cf）　公正取引委員会との連携強化�

（1）ユニバーサルサービスの範囲��
　　加入電話、公衆電話、緊急通報（110番、119番及び118番）�
�
（2）コスト算定ルールの在り方��
①当面、「収入－費用」で算定（不採算地域の
赤字と採算地域の黒字を相殺）�

　　　→　黒字部分より赤字部分が大きい場合、
　　　　　他事業者の負担が発生（基金が稼働）�
②不採算地域の費用だけを見る方式（ベンチマ
ーク方式）へ速やかに移行�

③費用算定では長期増分費用方式を採用し、非
効率性を排除�

�
（3）コスト負担ルールの在り方��
①コスト負担事業者は、加入者回線等から受益
している事業者（音声サービス以外の提供事
業者を含む）�

②負担比率は売上高比�
③小規模事業者等は負担免除�

◆改正事業法等の着実な推進、�
◆環境変化に対応した新たな�
　競争政策の推進、�
�
による情報通信市場の活性化�

（1）国の安全を損なう恐れのある外国投資を排�
　　除する必要最小限の措置��
①外為法の運用強化�
第一種電気通信事業は事前審査対象として堅持�

②WTO合意を受け、外資規制の復活は不可�
�

（2）非常時の重要通信確保体制の強化��
①NCCを含む多数の事業者相互の連携により効
果的に重要通信を確保するための仕組を検討�

②どこからでも優先的に重要通信を確保できる
システム開発の検討に着手�

�
（3）NTTの株式保有義務の在り方等��
①NTT株政府保有義務は、国の安全、ユニバーサル
サービスの提供等に問題が生じないことを前提条
件として緩和又は撤廃する方向で引き続き検討�

②NTTの外資規制は、当分の間、これ以上の見
直しは実施しない�

�
（4）我が国の研究開発能力の強化��
①7つの基本戦略に基づき国を挙げて研究開発
を推進　�

　　【例】◆オープンシステム型研究開発の推進�
　　　　　◆重点推進領域の設定による重点投資�
　　　　　◆産学官の共通認識による緊密な連携　等�
②個別研究機関（CRL等）の役割分担について
さらに検討�

�
（5）NTTの研究開発責務の在り方��

我が国全体としての研究開発能力の確保に大
きな支障がないと判断されるに至った時点で
撤廃に向けた検討�

競争政策の推進� 通信主権等の確保�ユニバーサルサービス基金�
の具体的制度設計の在り方�

図表　 IT革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての第2次答申の全体像
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技術革新のテンポが速い電気通信分野においては、

事業者が自由な事業展開ができるように、市場の変

化に伴い競争を阻害するような規制を見直し、もし

くは廃止することによって競争を活性化させること

が必要となっている。

しかしながら、他方では、我が国の電気通信市場

は独占市場から競争市場へ移行しつつある過渡的状

況にあるため、市場シェアが大きい等の条件を有す

る電気通信事業者（市場支配的事業者）が、市場に

おける料金その他の提供条件の決定や、電気通信事

業者間の競争関係に著しく影響を及ぼす可能性があ

り、これらの市場支配的事業者と新規参入事業者と

の間において、接続や営業活動を巡る紛争が増大し

つつある状況となっている。

さらに、国際的にも、①WTO基本合意（平成10

年2月発効）においては、主要なサービス提供者に

よる反競争的行為の防止や相互接続に関する要件が

規定されており、②欧米諸国においても市場支配的

事業者に関する規制制度の整備が進んでいる等の状

況にある。

このため、全体としては極力規制を緩和すること

には努めながらも、我が国においても公正な競争や

利用者利益を確保することが必要となってきている。

そこで、電気通信事業が国民生活及び社会経済活動

の基盤として高い公共性を有することにかんがみ、

従前のボトルネック設備に着目した規制に加え、一

定の市場において市場支配力の濫用を継続的に防止、

除去するための必要最小限のルールを導入すること

を目的として、第151回通常国会に「電気通信事業

法等の一部を改正する法律案」を提出した。同法案

は、平成13年6月15日に成立、同年11月30日より施

行した。また、施行にあわせて、移動体通信市場に

おいて市場支配力を有する電気通信事業者の指定の

基準となる同一業務区域内の収益のシェアを4分の1

を超える場合とすることを規定する等、所要の政省

令の整備を行った。

2 非対称規制の整備

○電気通信分野における一層の競争促進のため、市場支配力に着目した非対称規制を導入�

○非対称規制�

　　市場支配的でない事業者に対する規制　　　大幅緩和�

　　市場支配的な事業者※　　　現行規制をベースとしつつ、料金サービス面を含め極力緩和�

　　　　※ 地域固定、移動体通信分野のみで、長距離、国際通信分野は除外�

○市場支配力の濫用の防止�

　　市場支配的な事業者による反競争的行為の類型を明確化した上で、これを防止、除去するための措置を講ずる�

市場支配的な事業者�

非対称規制の内容�

市場支配的でない事業者�
地域固定系設備�

接続情報の目的外利用、 不当優遇等の禁止（停止・変更命令）�

届出（現行どおり）�

移動体系設備�

プライスキャップ�
届出（現行どおり）�

（業務改善命令）�
ファイアウォールの設置�
（役員兼任の制限等）�

届出（現行どおり）�

認可　→　届出�認可（現行どおり）� 認可　→　届出�

接続協定認可�
→　接続協定届出�

接続約款認可・公表�
（現行どおり）�

接続�

公正競争�
の確保�

接続協定認可�
→　接続約款届出・公表�

料金�サ
ー
ビ
ス� 契約�

約款�

図表　非対称規制の整備の概要
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電気通信分野においては、①事業者数の増大とサ

ービスの高度化・多様化に伴い、電気通信事業者間

のネットワーク接続等を巡る複雑な紛争事案が生じ

てきており、②行政の在り方が、事前規制からルー

ル型行政へ移行する中で、電気通信事業者間等の紛

争事案が今後大きく増加する可能性が高い、などの

事情を背景に、複雑化・増大化する紛争事案を迅速

かつ効率的に処理できるよう紛争処理機能の強化を

図ることが求められている。

このような状況を受けて、電気通信事業分野にお

ける紛争処理システムの強化を図る観点から、「電

気通信事業法等の一部を改正する法律案」を第151

回通常国会に提出、平成13年6月に成立、同年11月

に施行された。これにより、次のような制度改革が

行われ、電気通信事業紛争処理委員会が創設された

（http://www.soumu.go.jp/hunso-shori.htm）。

①　紛争処理手続の整備強化のために、卸電気通信

役務の提供に関する命令・裁定、契約約款の変更

の命令、市場支配力を有する事業者の禁止行為に

係る停止・変更命令、第二種指定電気通信設備と

の接続に関する接続約款の変更の命令等を創設

し、また、広範な事案に対する簡易で迅速な紛争

処理手続として斡旋及び仲裁の手続を創設した。

②　「電気通信事業紛争処理委員会」を行政の許認

可部門から独立した組織として創設し、専担の事

務局を設けて、斡旋及び仲裁手続を自ら行い、又

は、総務大臣の命令及び裁定等について諮問を受

けて審議・答申を行うことを委員会の主要な任務

とする一方で、その権限に属せられた事項に関し、

ルール整備等について総務大臣に必要な勧告を行

う権限を付与した（図表①）。

電気通信事業紛争処理委員会は、平成13年11月30

日の発足から14年5月10日までに10件の事案を処理

するとともに、総務大臣への勧告を1件行っている。

処理済事案のうち9件は斡旋申請に係るもので、8件

が解決、1件が斡旋打切りという状況である（残り

の1件は業務改善命令に係る諮問・答申）（図表②）。

電気通信事業者� 総務大臣� 電気通信事業紛争処理委員会�

あっせん�

諮問･答申�

申請�

申請�

申出�

申立て・申請�

※　第一種電気通信事業者と土地等の使用者・利用者の間の紛争�

仲　裁�

審　議�

勧　告�

委員会事務局�

競争ルールの改善等�

協議命令�
細目裁定�

協議認可�
裁　定�

業務改善命令�
料金変更命令等�

電気通信事業者間の�
紛争の発生�

他人の土地等の使用に�
関する紛争の発生※�

電気通信役務・�
業務方法への苦情等�
意見の存在�

図表①　電気通信事業紛争処理委員会の機能
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斡旋申請�

9

※　類別件数�
　①　接続の諾否　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1�
　②　接続の費用負担　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1�
　③　接続に関する通信用建物の利用（コロケーション）　　　　4�
　④　接続に関する工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3�
　⑤　業務の方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

斡旋終結�

9　�

（斡旋不実行　0）�

（斡旋打切り　1）�

（解決　　　　8）�

斡旋継続中�

0

仲裁申請�

0

仲裁判断�

0

仲裁継続中�

0

諮　問�

1

答　申�

1

審　議　中�

0

事　案�

諮問第1号�

諮　問�

平成14年　4月18日�

答　申�

平成14年4月19日�

（平成14年電委第60号）�

総務大臣への勧告�

1

1　処理等件数�

事　件�

平成13年（争）第1号�

平成14年（争）第1号�

平成14年（争）第2号�

平成14年（争）第3号�

平成14年（争）第4号�

平成14年（争）第5号�

平成14年（争）第6号�

平成14年（争）第7号�

平成14年（争）第8号�

申　請�

平成13年  12月27日�

平成14年　2月 1日�

平成14年　2月12日�

平成14年　2月12日�

平成14年　2月13日�

平成14年　2月13日�

平成14年　2月25日�

平成14年　4月30日�

平成14年　4月30日�

終　結�

平成14年　1月25日�

平成14年　2月14日�

平成14年　4月 9日�

平成14年　2月26日�

平成14年　4月 2日�

平成14年　3月 6日�

平成14年　3月12日�

平成14年　5月10日�

平成14年　5月10日�

終結事由�

解決�

解決�

打切り�

解決�

解決�

解決�

解決�

解決�

解決�

2　処理状況�
①　斡旋�

③　答申�

勧　告�

平成14年電委第32号�
（コロケーションのルール改善に向けた勧告）�

発　出�

平成14年　2月26日�

3　総務大臣への勧告状況�

②　仲裁�
　（なし。）�

図表②　電気通信事業紛争処理委員会による紛争処理状況
（平成13年11月30日～14年5月10日）
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現在の情報通信社会において、電気通信インフラ

は社会資本としてなくてはならないものとなってお

り、全国どこでも均質な電気通信サービスが提供さ

れることはもはや不可欠となっている。しかし、民

間の電気通信事業者が進める電気通信インフラ整備

においては、需要の多い大都市圏（採算地域）等に

おける整備は進む一方、過疎地等の不採算地域にお

ける電気通信インフラ整備が滞ってしまうというお

それがある。

そのため、東・西NTTにおいては、「日本電信電

話株式会社等に関する法律（NTT法）」の規定に基

づき、「国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく

全国における適切、公平かつ安定的な提供」（ユニ

バーサルサービス）の確保への寄与が義務付けられ

ているところであるが、これは東・西NTTの内部に

おける採算地域から不採算地域への地域間補てんの

みにより維持されていた。しかし、都市部等の採算

地域において事業者間の競争が急速に進展すれば、

東・西NTTは、各社の内部における地域間補てんだ

けでユニバーサルサービスを引き続き維持すること

が困難になると見込まれることから、ユニバーサル

サービスの確保に係る費用の一部を各電気通信事業

者が負担する制度が必要となっていた。

そこで、総務省は平成13年6月に電気通信事業法

の一部を改正し、同改正法を受けて情報通信審議会

においてユニバーサルサービス基金の具体的な制度

設計に関して審議が行われ、同審議会から、平成14

年2月に「IT革命を推進するための電気通信事業に

おける競争政策の在り方についての第二次答申」が

提言された。これを受けて総務省は、同年3月に関

係政省令を情報通信審議会に諮問した。これによれ

ば、ユニバーサルサービスの対象となる基礎的電気

通信役務の範囲は、加入電話、公衆電話及び緊急通

報とし、交付金の算定方式としては、不採算地域に

おける「赤字部分」が採算地域における「黒字部分」

で相殺しきれない部分を純費用とする「相殺型の収

入費用方式」を採用することとされた。平成14年6

月には、改正法及び関係政省令が施行され、基金制

度が導入される予定である。

○　ユニバーサルサービス（基礎的電気通信役務）の範囲�
　・　電話サービス（加入電話、公衆電話及び緊急通報）の全国あまねく提供を確保�
○　ユニバーサルサービス基金の導入�
　・　東・西NTTが自らのコスト負担によりユニバーサルサービスを提供する仕組から、他の電気通信事業者も

応分のコスト負担を行う仕組（東・西NTTへの交付金の交付）へ転換�
　・　他事業者もユニバーサルサービス提供事業者（適格電気通信事業者）として交付金の交付を受けることが

可能�

総務大臣�

②交付金の額等�
の認可申請�

①関連資料の届出� ④負担金の通知�

⑥交付金の交付� ⑤負担金の納付�

適格電気通信事業者�
（第一種電気通信事業者）�

■　交付金・負担金の額の算定�
■　交付・徴収の実施�

基礎的電気通信役務�
支援機関�

（指定法人）�

コスト負担事業者�
適格電気通信事業者と�
接続している事業者等�

ユニバーサルサービスの提供�
（地域格差のない電話サービスの確保）�

③認可�

【注】同様の仕組は米国、フランス
及びイタリアで導入済（EU全
体としても導入の方向）�

図表　ユニバーサルサービスの提供の確保に係る制度の整備
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近年急速にブロードバンド化が進展する中、電気

通信事業分野における競争環境整備の在り方につい

ても、従来のネットワークレイヤーのみに着目する

のではなく、端末、ネットワーク、プラットフォー

ム、コンテンツ・アプリケーションの各レイヤーを

縦断する垂直統合型のビジネスモデルや、各レイヤ

ーで新たに登場するビジネスモデルに対応した新た

な公正競争環境整備が求められている（図表①）。

このため、総務省では平成13年8月より「情報通

信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在り方

に関する研究会」を開催し、平成14年1月、中間報

告を取りまとめた（図表②）。本中間報告における

主な提言内容は以下のとおり。

（1）コンテンツの配信から流通に至る各事業領域

（レイヤー）を一貫サービスとして提供するビ

ジネスモデル、特に一社単独による「垂直統合

型」のビジネスモデルに関する公正競争確保策

（2）各レイヤーにおいて、新たなビジネスモデル

の登場を促すための新たな競争ルールの整備

（MVNO（Mobile Virtual Network Operator）

の事業参入の促進等）

（3）一種・二種の事業区分について、規制水準の

全般的な低下を図るとともに、予見性の高い簡

素かつ明確な仕組とするための見直しの方向性

本研究会では、引き続き「フルIP」時代の競争環

境整備の在り方等について検討を進めていくことと

しており、平成14年6月には最終報告書が取りまと

められる予定となっている。

5 電気通信事業分野におけるブロードバンド時代の競争環境整備の
在り方

電話時代　　　　　　　　　IP時代�

コンテンツのデジタル化�
（音声＋データ＋映像）�

ブロードバンド化�
（高速大容量）�

�

多様なビジネスモデル�
の登場�

コンテンツ配信に�
最適なネットワーク�

の確保�

多様かつ豊富な�
デジタルコンテンツの�

円滑な供給�

一種・ニ種の事業区分の�
見直し�

（規制水準の全般的低下）�

�
垂直統合型の�

ビジネスモデルに係る�
公正競争環境の整備�

各レイヤーにおける�
公正競争環境の整備�

端末レイヤー�
�

�
ネットワーク�
レイヤー�

プラットフォーム�
レイヤー�

コンテンツ＆�
アプリケーション�

レイヤー�

機能分離�

一社単独による�
統合型のサービス�

研究会の主要論点�

コンテンツ制作等�
�
�

認証・課金、�
コンテンツ配信、�
著作権管理等�

第ニ種電気通信事業�
�

第一種電気通信事業�
�

端末販売�

各レイヤーでの�
多様なビジネス�
モデルの登場�

垂直統合型の�
ビジネスモデルの�

多様化�
�

通信サービス�
の�

高付加価値化�

デジタルコンテンツ�
の配信の円滑化�

配信チャネルの�
多様化�

多様な端末の提供�

図表①　情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在り方（イメージ）
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競争ルールの整備に向けた基本的考え方�

1．レイヤー縦断型のビジネスモデルと�
競争環境整備の在り方�

2．各レイヤーにおける競争環境整備の在り方�
（具体的施策例）�

3．電気通信事業における競争の�
枠組の在り方�

（1）レイヤー縦断型のビジネスモデルに対する評価�

（2）市場支配的な事業者によるレイヤー縦断型の�
ビジネスモデルの展開�

競争促進に向けた多様な観点からの取組み�

■　制度の透明性・予見可能性の確保�
■　競争促進的なルールの確立�
■　デュープロセスの確保�

■　複数の事業者による協働型ビジネスモデルの登場により、�
　多様な競争軸による市場競争の活性化を期待。�

（1）ネットワークレイヤー�

■　卸電気通信役務の提供を専業とする事業の参入許可手続�
　の簡素化（平成13年度中）�

■　「MVNO（Mobile　Virtual　Network　Operator）事業�
　化ガイドライン（仮称）」　の早期策定�

■　地方公共団体を対象とした「光ファイバ網の通信事業者�
　への提供に関する標準手続（仮称）」の早期策定�

（2）プラットフォームレイヤー等�

■　ベストエフォート型のインターネットサービスの品質に�
　係る自己認証基準の設定（標準化機関等における検討の着�
　手）�

■　「競争ガイドライン」（平成13年11月、公正取引委員会�
　と共同で策定）における移動通信事業者とコンテンツプロ�
　バイダ等との間の取引に係る「禁止行為」の具体化（1年�
　後の見直し時）�

（3）端末レイヤー�

■　電子認証基盤としてのUIM（User　Identity　Module）�
　カードの活用、UIMカードのロック解除、番号ポータビリ�
　ティの実現等に係る検討（検討の場の設置）�

■　東・西NTTの業務範囲の拡大の認可に係る公正競争ガイド�
　ライン、非対称規制（市場支配的な事業者に対する行為規制�
　等）を厳正に運用。�

■　東・西NTTの子会社等による上位レイヤーへの進出につい�
　て実態を注視し、必要に応じて新たな是正措置を講じること�
　について検討。�

■　ブロードバンド時代の新たなビジネスモデルの登場を促す�
　観点から、可能な限り規制水準の低下を図るとともに、明確�
　で予見性の高い競争の枠組みが必要。�

■　一種・二種の事業区分の在り方については、一種・二種の�
　事業区分の適用範囲の見直し、ネットワーク部門（卸部門）�
　とサービス部門（小売部門）の分離等、様々な選択肢を基に、�
　更に検討。�

■　有効競争レビューの定期的実施�
■　事業者間の紛争処理と競争ルールの有機的連携　�
■　競争ガイドライン等の策定�
■　電気通信事業法と独占禁止法の連携　　■　ユーザー保護の重視�

図表②　「情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在り方に関する研究会」中間報告概要
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「長期増分費用方式」とは、事業者間における接

続料算定にあたり、ネットワークの費用を、現時点

で利用可能な最も低廉で最も効率的な設備と技術を

利用する前提で算定する方式であり、この方式に基

づく算定は、英国や米国等の諸外国で既に導入され

ている。

郵政省（現総務省）は、従来、実際費用方式で行

われていた接続料の算定方式を長期増分費用方式に

変更するため、当該モデルを構築することを目的と

した「長期増分費用モデル研究会」を平成9年3月よ

り開催した。同研究会では、モデル案の募集や技術

モデルの詳細検討等を行い、平成11年9月に報告書

を取りまとめた。これを受け、郵政省は、同年9月

には電気通信審議会（現情報通信審議会）に同算定

方式への変更について諮問、平成12年2月に答申を

得、同年5月に電気通信事業法を改正し、一部の指

定電気通信設備の接続料原価算定方法は、実際費用

方式から長期増分費用方式に変更された。

上記答申では、モデルの見直しについて、可能な

限り速やかに着手し、モデル実施期間（平成12～14

年度）経過後に見直しモデルを適用することが適当

であることが示されていた。そこで、平成12年9月

に「長期増分費用モデル研究会」が再開催された。

同研究会は、国内外の電気通信事業者をメンバーと

する3つのワーキンググループを開催し、前研究会

で今後の課題として先送りされた事項や、公募によ

って提案された事項についての検討を行い、平成14

年3月に報告書を取りまとめた。

同報告書では、現行の接続制度によるコスト算定

結果が示されている。併せて、き線点遠隔収容装置

（き線点RT：加入者回線に通常メタルケーブルを使

用する電話、ISDN64及び一部の専用線を多重化し、

交換機までの区間を光ファイバで伝送する装置）の

コストを端末回線に付け替えた場合のコスト算定も

参考として行っている。算定結果から、GC接続コ

ストは低下したものの、ZC接続コストは、中継系交

換機の投資額算定方法の見直し等を行った結果、現

行モデル算定値を上回ったものとなった（図表）。

なお、報告書では、平成13年度上半期においては、

加入者交換機を通過するトラヒックが減少している

ことから、今後、コスト算定に大きな影響があるト

ラヒック動向には注意が必要なこと、更に参考値と

して示したき線点RTを端末回線に付け替えた場合、

ユーザー料金へ影響を及ぼす可能性があることから

プライシングにおいて、慎重な検討が必要なこと等

が指摘されている。

6 長期増分費用モデルの見直し

（注）　き線点RTを端末回線に付け替えた場合�
　　   GC接続：3.75円/3分（▲16.7％）�
         ZC接続：4.83円/3分（＋1.0％）�
　　   端末回線伝送（PHS用）：1,336円/回線�
       （＋7.8％）�
�
※1　接続コストは、上記図中のc�
※2　接続コストは、上記図中のa＋b＋c�
※3　表中の（　）は現行モデルの平成14年度接�
　　   続料と比較した増減比�
※4　上記算定結果は、平成13年度予測トラヒッ�
　　   クを用いて算定したものであり、平成13年�
　　   度実績トラヒックと入れ替えた場合、算定結�
　　   果が変動することもあり得る�

相互接続点�

接 続 料 金�

接 続 料 金�

東・西ＮＴＴ網�

中継交換機（ZC）�

き線点RT�
�

電話�

加入者交換機（GC）�

現行モデル�
（平成14年度接続料）�

見直しモデル�

4.50円/3分�

4.78円/3分�

1,239円/回線�

GC接続（電話）（※1）�

ZC接続（電話）（※2）�

端末回線伝送（PHS用）�

�

�

4.13円/3分（▲8.2％）�

5.21円/3分（＋9.0％）�

1,229円/回線（▲0.8％）�

�

a���b���c
地域事業者網�
（CATV等）�

ZC=Zone Center�

GC=Group Center

長距離・国際事業者網�

図表　長期増分費用モデル研究会において示された試算結果
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技術革新やネットワークのブロードバンド化の進

展等を見通して放送分野における政策を的確に展開

していくことは、我が国のIT革命を推進する上で重

要である。

このような中、総務省では以下の懇談会等を開催

している。

（1）ブロードバンド時代における放送の将来像に
関する懇談会

情報通信ネットワークのブロードバンド化の進展

を展望して、ブロードバンド時代における放送を巡

る諸課題について幅広い観点から議論することを目

的として、平成13年11月より「ブロードバンド時代

における放送の将来像に関する懇談会」を総務大臣

の懇談会として開催している。同懇談会では、放送

に今後期待される役割や将来の産業像等について議

論が行われている。

（2）放送政策研究会

全放送メディアのデジタル化の進展やインターネ

ットの高度化の進展など、放送を取り巻く環境変化

を踏まえ、放送概念の整理、民間放送の在り方、公

共放送の在り方など放送政策全般について検討する

ことを目的として、総務省では、平成12年5月より

「放送政策研究会」を開催しており、平成13年12月

に、NHKの子会社等の在り方、NHKのインターネ

ット利用の在り方等に関する「第一次報告」を取り

まとめた（図表）。同研究会は、このほかの検討項

目について引き続き審議を行っていくこととしてい

る。

なお、NHKのインターネット利用及び子会社等の

業務範囲等の在り方については、「第一次報告」の

ほか、「特殊法人整理合理化計画」（平成13年12月閣

議決定）においても取り上げられており、これらを

受け、総務省では、平成14年3月にガイドライン

（放送法の解釈指針）を策定した。

（3）ブロードバンド時代のケーブルテレビの在り
方に関する検討会

ケーブルテレビを取り巻く環境は、デジタル放送

時代に対応した最適なデジタル化方策の選択が重要

となってきていること、電気通信役務利用放送法の

施行等とあいまってIP技術等を活用した放送サービ

スの可能性が高まっていること等、急速に変化して

きているところである。そこで、総務省では、ブロ

ードバンド時代におけるケーブルテレビの更なる発

展に向けた課題、今後の発展イメージ等について調

査し、ブロードバンド時代のケーブルテレビの在り

方について検討することを目的として、平成13年12

月より「ブロードバンド時代のケーブルテレビの在

り方に関する検討会」を開催し、平成14年6月には

最終取りまとめが出される予定となっている。

（4）衛星放送の在り方に関する検討会

BSデジタル放送、東経110度CSデジタル放送の開

始や電気通信役務利用放送法の施行等により新たな

局面を迎えている衛星放送のメディアとしての位置

付け及びその発展の方向性や当面の衛星デジタル放

送の更なる普及について、必要な検討を行うことを

目的として、平成14年3月より「衛星放送の在り方

に関する検討会」を開催している。
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1　我が国の放送における二元体制について�

（1）　我が国の放送は、受信料を財源とし、放送法に基づき設立されたNHKと、広告収入又は有料放送収
入を財源とする一般放送事業者（民間放送）という組織形態や財源等を異にする主体が併存する、い
わゆる二元体制の下で実施。�

（2）　放送に期待される役割（国民への多角的な情報の提供、IT社会の発展や文化の創造への貢献等）に
的確に応えていく上で、このような二元体制の下、公共放送であるNHKは、本報告において検討の対
象とされる、当面3年程度の期間においては、我が国の放送の発展等の重要な一翼を担うものと考え
られる。�

�
2　NHKの子会社等の在り方�

（1）　NHKが、その業務の効率化、円滑化等のために必要な範囲で出資し、子会社等を設立すること自体
は許容される。�

（2）　しかしながら、NHKは受信料を主たる財源とする公共放送事業体であることから、その子会社等の
業務運営における適正性、透明性の確保が必要。�

　　　①子会社等の業務範囲の明確化（原則として出資対象事業とする等）�

　　　②子会社等との取引の適正性及び透明性の確保（業務委託における競争契約の原則化、委託費算定要
　領の策定等）�

　　　③経営の透明性の確保（連結決算の導入等）�

　　　④適正性確保のための仕組（ガイドラインの策定、外部による業務監査及び会計監査の導入等）�
�
3　NHKのインターネット利用の在り方�

（1）　IT社会の発展に寄与する観点から、NHKのインターネット利用は一般論としては社会的に有用。�

（2）　ただし、NHKは受信料を主たる財源とする公共放送事業体であることから、提供する情報の形態、
財源等その具体的な在り方については一定の整理が必要。�

　　　①インターネット利用の具体的な在り方�

　　　　a）放送の保管利用（放送された番組の二次利用、放送番組の関連情報）�

　　　　b）財源（受信料で賄う）�

　　　　c）規模、態様、分野�

　　　②適正性確保のための仕組（ガイドラインの策定、NHKによるインターネット利用計画の策定等）�

図表　放送政策研究会第一次報告（主なポイント）
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8 電波の有効利用政策の推進

第２節　情報通信新時代に向けた政策展開

－最適な電波の配分の実現に向けて

情
報
通
信
政
策
の
動
向

第

3
章

IT革命の進展に伴い、電波の利用は質的な変化と

ともに量的にも大きく拡大し、無線局数が7,400万局

を超えるなど、現在電波のひっ迫が深刻化している

状況にある。

一方、電波に対する国民のニーズは、今後ますま

す高度化・多様化する傾向にあり、こうした中で無

線アクセスの拡充や移動通信システムの発展等を図

っていくためには、電波の大規模かつ迅速な再配分

が必要であり、そのために電波の実際の利用状況を

把握、公表し、国民の理解と協力を得つつ、最適な

電波の配分の実現を図ることが不可欠である（図

表）。

（1）電波の利用状況の調査、公表等の実施

総務省では、電波のひっ迫状況に対処するため、

まず電波行政の一層の透明化を確保することとして、

平成13年9月から「電波の利用状況の公表等に関す

る調査研究会」を開催し、電波の利用状況の調査、

評価、公表及び無線局に関する情報提供の在り方に

ついて検討を行い、同年12月に報告書を取りまとめ

た。

この報告書を踏まえ、電波の利用状況を調査、評

価、公表する制度及び無線局に関する情報提供制度

の拡充を内容とする「電波法の一部を改正する法律

案」を第154回通常国会に提出した。同法案は全会

一致で可決・成立し、平成14年5月に公布された。

（2）電波の迅速かつ円滑な再配分方策の検討

さらに、実際に電波の再配分を行うに当たっては、

既存免許人に相当の経済的負担が発生することが予

想され、これらへの対応が必要不可欠である。そこ

で総務省では、平成14年1月から「電波有効利用政

策研究会」を開催し、電波の円滑な再配分の実施方

策、技術革新の推進方策、その他電波有効利用方策

について検討を行い、同年11月を目途に検討結果を

取りまとめる予定としている。

電波のひっ迫状況が深刻化�

電波の大規模かつ迅速な再配分が必要�

既存免許人に相当の負担が発生�

〈既存免許人への対応〉�

○　電波の利用状況の調査・公表�
　・電波が無駄に使われていないか�
　・光ファイバ等への転換は可能か�
○　電波に関する情報公開の拡充�

第154回通常国会に電波法改正法案を提出�
（平成14年4月成立、5月公布）�

電波有効利用政策研究会の開催�
（平成14年1月から開催し、11月を目途に報告予定）�

○　円滑な再配分の実施方策の検討�
○　技術革新の推進方策の検討�
○　その他電波有効利用方策の検討�

〈透明性の確保〉�
（電波の利用状況の公表等に関する調査研究会）�

無線アクセスなど新規電波ニーズ�
への的確な対応が必要不可欠�

図表　最適な電波の配分の実現に向けて


